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北星学園大学 学則 

 
 

第１章  総   則 

 

〔目 的〕 

第１条 北星学園大学（以下「本学」という）は、キリスト教による人格教育を基礎とし、広く教養

を培うとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、応用的能力を発揮させることを目的と

する。 

〔所在地〕 

第２条 本学は、北海道札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号にこれを設置する。 

〔自己点検・評価〕 

第３条 本学は、教育研究水準の向上及び活性化を図り、その目的と社会的使命を果たすために、教

育研究活動等について点検及び評価を行う。 

Ⅱ 点検及び評価に関する事項については、別にこれを定める。 

〔スタッフ・ディベロップメント及びファカルティ・ディベロップメント〕 

第３条の２ 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等

に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次項に

定めるものを除く）の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。 

  Ⅱ 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的

な研修並びに研究を行うものとする。 

〔情報公開〕 

第３条の３ 本学は、教育研究活動等の実施及び成果に関する情報を出版その他の方法によって広く

社会に公開するよう努めるものとする。 

 

第２章  学部、学科、大学院及び修業年限 

 

〔学部・学科〕 

第４条 本学に、次の学部及び学科を置く。各学部及び学科の教育研究上の目的については、次の各

号に掲げるとおりとする。 

１ 文学部 英文学科 

英語とその背景にある文化や歴史に対する知識を教授するとともに、高度な英語運用能力及び

自文化に対する深い理解力を養成し、国際社会において求められる柔軟な対応力とコミュニケー

ション能力を備えた人材の育成を目的とする。 

２ 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 

心理学の知見に基づいた人間理解に関する知識を教授するとともに、社会の現場で自ら問題を

見つけ出し考え行動する力を養成し、人々の相互理解と協働が求められる社会状況の中で、コミ

ュニケーションの活性化に貢献できる人材の育成を目的とする。 

３ 経済学部 経済学科 

経済学の理論的・歴史的な学問体系を踏まえて国内外の経済問題や現代世界のグローバルな課

題について教授することを通じ、経済学的思考とグローバルな視座とを身に付けて社会のさまざ

まな状況に対応できるジェネラリストを育成することを目的とする。 

４ 経済学部 経営情報学科 

企業経営に関する体系的な理論、経営実務に関する実践的で国際的な知識、情報処理に関する
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最新の技法を教授するとともに、高度で専門的な経営情報活用能力を養成し、経営、マーケティ

ング、会計、情報の各分野で活躍できる人材の育成を目的とする。 

５ 経済学部 経済法学科 

経済学と法律学から成る学科専門教育科目群の中から、経済・金融、公共法政策、法律・法務

等の領域に関する専門知識を学修し、必要な実践的な能力と倫理観を備えた、社会に有為な人材

の育成を目的とする。 

６ 社会福祉学部 福祉計画学科 

社会福祉制度・政策の知識を教授するとともに、調査・分析能力や国際感覚を養成し、コミュ

ニティーソーシャルワーカーや福祉マインドを持った企業人及び公務員として活躍できる人材の

育成を目的とする。 

７ 社会福祉学部 福祉臨床学科 

対人援助専門職としての基本的な価値・知識・技術を教授するとともに、多様な実践環境に対

応したソーシャルワーク実践能力、実践の中で研鑚・研究する能力を養成し、真に実践力のある

ジェネラリスト・ソーシャルワーカーの育成を目的とする。 

８ 社会福祉学部 社会福祉学科 

   社会福祉学の学びを核としつつ、コミュニケーション力、分析力、デザイン力、支援力、企

画・実践力、研究力を育むことを通して、現代社会を生きる人々や地域社会が抱える諸課題と向

き合い、「多様性を認め、共に生きる社会の構築･実現」「地域社会の活性化･地域づくり」に資

する人材の育成を目的とする。 

９  社会福祉学部 心理学科 

心の科学としての心理学と実践としての心理臨床の基礎知識を教授するとともに、医療、教育、

福祉、産業、組織などの多様な現場において、自己と他者、及びその関係性をより良くとらえ、

広くウェルビーイングを達成するための実践力と人間性を備えた人材の育成を目的とする。 

〔修業年限〕 

第５条 学部の修業年限を４年とする。ただし、８年を超えて在学することはできない。 

Ⅱ 第24条第Ⅰ項により単位の修得が認められた者について修業年限及び前項ただし書に定める

在学期間の短縮は行わない。 

Ⅲ 第12条により許可を得て留学した期間は、第Ⅰ項の修業年限に算入することができる。 

〔大学院〕 

第６条 本学に、次の大学院研究科を置く。 

社会福祉学研究科 

文 学 研 究 科                

経 済 学 研 究 科                

Ⅱ 大学院に関する必要な事項については、別にこれを定める。 

 

第３章  収容定員          

 

〔収容定員〕 

第７条 本学の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学 部 学 科 入学定員 
編入学定員 

（３年次） 
収容定員 

文 学 部 
英 文 学 科 １３１人 １５人 ５５４人 

心理・応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 ９６人 １０人 ４０４人 
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経 済 学 部 

経 済 学 科 １６１人  ６人 ６５６人 

経営情報学科 １０７人 ５人 ４３８人 

経済法学科 １１６人 ５人 ４７４人 

社会福祉学部 

福祉計画学科 ０人 ０人 ０人 

福祉臨床学科 ０人 ０人 ０人 

社会福祉学科 １２０人 ５人 ４９０人 

心 理 学 科 ７０人 ５人 ２９０人 

 
 

第４章  入学、編入学、転学部及び転学科、留学、休学、復学、再入学、退学並びに除籍 

 

〔入学資格等〕 

第８条 本学に入学することのできるものは、次の各号の一に該当するものとする。 

１ 高等学校を卒業した者 

２ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当

する学校教育を修了した者を含む） 

３ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

４ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号） により文部科学大臣の

行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

７ 相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

〔編入学〕 

第９条 本学への編入学を志願する者があるときには、選考のうえ、相当年次に入学を許可するもの

とする。 

Ⅱ 本学の２年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

１ 大学に１年以上在学し、30単位以上を修得した者 

２ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

３ 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者 

４ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（以下「高

等学校等の専攻科の課程」という）のうち、修業年限が２年以上であり、文部科学大臣の定

める基準を満たすものを修了した者 

５ 前各号に該当する者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

Ⅲ 本学の３年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

１ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

２ 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者 

３ 大学に２年以上在学し、62単位以上を修得した者 

４ 高等学校等の専攻科の課程のうち、修業年限が２年以上であり、文部科学大臣の定める基

準を満たすものを修了した者 
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５ 前各号に該当する者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

〔入学志願・入学試験・入学手続〕 

第10条 本学に入学又は編入学を志願する者は、所定の入学志願手続をしなければならない。 

Ⅱ 入学合格者の選考は、入学志願者について、所定の入学試験によって行う。 

Ⅲ 本学は、所定の入学手続をした入学合格者について、入学を許可し、学籍を付与する。 

Ⅳ 入学志願手続、入学試験の方法及び入学手続については、別にこれを定める。 

〔転学部・転学科〕 

第11条 学部長は、その所属する学部の学科から同一学部の他の学科に転ずることを志願する者があ

る場合には、その者からの願い出により、その学科に欠員がある場合に限り、選考のうえ当該

教授会の議を経て、転学科を許可することがある。 

Ⅱ 学部長は、他の学部の学科に所属する学生がその学部の学科に転ずることを志願する場合に

は、その者からの願い出により、その学科に欠員がある場合に限り、選考のうえ当該教授会の

議を経て、転学部を許可することがある。 

Ⅲ 転学科及び転学部の志願並びに選考の手続については、別にこれを定める。 

〔留 学〕 

第12条 外国及び国内の大学に留学を志望する者は、学長に願い出て、その許可を受けなければなら

ない。 

Ⅱ 前項の許可を得て留学した期間は、第５条第Ⅰ項の修業年限に加えることができる。 

〔休 学〕 

第13条 疾病その他止むを得ない理由により３月以上修学することができない者は、学部長に願い出

て、その許可を得て休学することができる。 

Ⅱ 疾病その他の理由により修学が不適当と認められる学生に対して、学部長は休学を命ずるこ

とがある。 

Ⅲ 休学期間は２年以内とする。ただし、通算して４年を超えることができない。 

Ⅳ 休学期間は、第５条第Ⅰ項に定める修業年限の期間に算入しない。 

〔復 学〕 

第14条 休学期間中に休学の理由が解消した場合には、学部長に願い出て、その許可を得て復学する

ことができる。 

〔願出による退学・学籍の喪失、再入学〕 

第15条 止むを得ない理由により退学しようとする者は、学長に願い出て、その許可を受けなければ

ならない。 

Ⅱ 退学した者は学籍を喪失する。 

Ⅲ 第Ⅰ項により退学した者が、退学後再入学を願い出たときは、学長はこれを許可することが

ある。 

〔除籍処分・復学〕 

第16条 次の各号の一に該当する者は、当該教授会の議を経て学長が除籍する。 

１ 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

２ 入学後２年間に正当な理由なく30単位以上を修得し得ない者 

３ 第５条第Ⅰ項ただし書に定める最長在学期間を超えた者 

４ 第13条第Ⅲ項に定める休学期間を超えてもなお休学の理由が解消せず復学できない者 

５ 正当な理由なく授業料及びその他の学費の納入を怠り、督促してもなお納付しない者 

６ 正当な理由なく授業科目の履修登録をしない者 

７ 長期にわたり行方不明の者 

Ⅱ 前項により除籍された者が、復学を願い出たときは、学長はこれを許可することがある。 
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第５章 学年、学期及び休業日 

 

〔学 年〕 

第17条 本学の学年は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。 

〔学 期〕 

第18条 本学は、学年を分けて、次の２学期とする。 

学   期             期          間 

  前   期       ４月１日から９月30日まで 

  後   期       10月１日から翌年３月31日まで 

Ⅱ 一学年の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 

〔休業日〕 

第19条 本学の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 日曜日及び土曜日 

２ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する日 

３ ５月２日 （北星学園創立記念祝日） 

４ 12月25日 （キリスト降誕祭） 

５ 春季休業 

６ 夏季休業 

７ 冬季休業 

Ⅱ 休業日の変更、長期休業の期間及び臨時休業は、学長がそのつどこれを定める。 

 

第６章 授業科目 

 

〔授業科目〕 

第20条 授業科目は、大学共通科目、学科専門教育科目、国際交流関係科目及び教職に関する科目に

分ける。 

Ⅱ 授業科目及び単位数は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

Ⅲ 授業科目の履修に関する必要な事項については、別にこれを定める。 

 

第７章 単位の修得、卒業の認定及び学士号 

 

〔卒業認定所要単位〕 

第21条 本学卒業の認定を受けるために修得しなければならない単位は、次のとおりとする。 

文 学 部            英 文 学 科            132単位 

 心理・応用コミュニケーション学科 132単位 

経 済 学 部            経 済 学 科            124単位 

 経営情報学科 124単位 

 経済法学科            124単位 

社会福祉学部 福祉計画学科 124単位 

 福祉臨床学科 124単位 

 社会福祉学科 124単位 

 心 理 学 科 124単位 

Ⅱ 単位修得の方法については、別表第１及び別表第２の定めるところによる。 

〔単位数算定の基準〕 
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第22条 単位数算定の基準は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、次の各号に定めるとおりとする。 

１ 講義及び演習については、教室内における１又は２時間の授業に対して教室外における２

又は１時間の準備のための学修を必要とするものとし、毎週１時間15週又は毎週２時間15週

の授業をもって１単位とする。 

２ 実験、実習及び体育実技等の授業については、実験室、体育施設等における２時間の授業

に対して１時間の準備のための学修を必要とするものとし、毎週２時間15週の実験、実習又

は実技をもって１単位とする。 

３ 卒業論文については、論文の作成に必要な学修の成果を考慮して４単位又は６単位とし、

卒業研究については、卒業研究に必要な学修の成果を考慮して３単位又は４単位とする。 

４ 文部科学大臣の認定を受けた技能審査のうち、本学が認めたものについての合格は、その

学修の成果を考慮し、２単位から12単位とする。 

〔授業の方法等〕 

第22条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習及び実技のいずれかの方法により又はこれらを併用し

て行うものとする。 

Ⅱ 授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、授業

を行う教室等以外の場所で行うことができる。なお、これにより卒業の要件として修得する単

位数は60単位を超えないものとする。 

Ⅲ 授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行

うことができる。 

〔試 験〕 

第23条 単位の授与は、試験によるものとする。 

Ⅱ 試験の成績評価は、Ａ＋、Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＦの７段階をもって表すものとし、Ｄ

以上の成績評価が与えられた場合に限り単位を授与する。 

Ⅲ 試験の実施、成績評価の基準及びＧＰＡ制度については、別にこれを定める。 

〔在学生の他大学修得単位の認定等〕 

第24条 本学において教育上有益と認めるときは、本学の学生が他の大学（派遣又は許可されて留学

した外国の大学を含む）、短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は文部

科学大臣が別に定める学修のうち、本学が別に定める技能審査の合格を、本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

Ⅱ 本学において教育上有益と認めるときは、本学の学生がする次の各号の一に該当する学修を

本学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。 

１ 他の大学、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修 

２ 高等専門学校の課程における学修で、大学教育に相当する水準を有すると認められるもの 

３ 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で、大学教育に相当す

る水準を有すると認められるもの 

４ 文部科学大臣が別に定める学修のうち、本学が認める技能審査に合格したもの 

Ⅲ 前２項により学生が修得したものとみなし、又は授与する単位数は、第25条第Ⅰ項及び第Ⅱ

項により修得したものとみなし、又は授与する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

〔入学生の入学前単位の認定・授与〕 

第25条 本学において教育上有益と認めるときは、本学の学生が１年次に入学する前に他の大学（そ

の大学から許可されて留学した外国の大学を含む）、短期大学において履修した授業科目につ

いて修得した単位又は文部科学大臣が別に定める学修のうち、本学が認める技能審査の合格を、

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
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Ⅱ 本学において教育上有益と認めるときは、本学の学生が１年次に入学する前に行った前条第

Ⅱ項第１号ないし第３号の一に該当する学修を、本学における授業科目の履修とみなし単位を

授与することができる。 

Ⅲ 前２項により学生が修得したものとみなし、又は授与する単位数は、本学の科目等履修生と

して修得した単位数を除き、30単位を超えないものとする。 

〔編入学生の入学前単位の認定〕 

第26条 編入学を許可された者が編入学前に他の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課

程又は高等学校等の専攻科の課程において履修した授業科目について修得した単位を、本学に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

〔編入学生等の単位の取扱〕 

第27条 第24条第Ⅰ項、第25条第Ⅰ項及び前条により修得したものとみなした単位、第24条第Ⅱ項及

び第25条第Ⅱ項により授与した単位並びに転学部及び転学科を許可された者が転学部及び転学

科前に修得した単位の取り扱いについては、当該教授会の議を経て学部長が決定する。 

〔教職課程の単位〕 

第28条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、卒業の認定を受けるために必要

な単位を修得するほか、別表第２に定める所定の科目について教育職員免許法(昭和24年法律

第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所要の単位を修得しなければ

ならない。 

Ⅱ 前項の規定により所定の単位を修得した者が、取得することのできる教育職員の免許状及び

免許教科の種類は、別表第３のとおりとする。 

〔副専攻〕 

第28条の２ 本学に、学生が所属する学部及び学科の教育課程以外に特定分野に関する教育課程（以

下「副専攻」という）を置く。 

Ⅱ 副専攻に関する必要な事項については、別にこれを定める。 

〔卒業の認定〕 

第29条 本学に４年以上在学し、第21条及び別表第１の定めるところに従い卒業に必要な単位を修得

した者に対して、卒業証書を授与する。 

〔学位の授与〕 

第30条 本学を卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより、学士の学位を授与する。 

Ⅱ 学位の授与に関する必要な事項については、別にこれを定める。 

 

第８章 交換留学生、国内留学生、特別科目等履修生、特定科目等履修生、一般科目等履修生、 

学内科目等履修生、委託生、研究生、外国人研修生及び外国人留学生 

 

〔交換留学生〕 

第31条 外国の大学との国際交流協定に基づき、他の大学から派遣された学生（以下「交換留学生」

という）に別表第１Ｊ．国際交流関係科目に定める授業科目の履修及び単位の修得を認めるこ

とができる。 

Ⅱ 交換留学生の取り扱いについては、別にこれを定める。 

Ⅲ 交換留学生の履修登録料及び履修料は徴収しない。 

Ⅳ 履修単位の授与及び単位修得の証明については、別にこれを定める。 

〔国内留学生〕 

第31条の２ 国内の大学との国内留学協定又は学生交流協定に基づき、他の大学から派遣された学生

（以下「国内留学生」という）に別表第１に定める授業科目の履修及び単位の修得を認めるこ
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とができる。 

Ⅱ 国内留学生の取り扱いについては、別にこれを定める。 

Ⅲ 国内留学生の履修登録料及び履修料は徴収しない。 

Ⅳ 履修単位の授与及び単位修得の証明については、別にこれを定める。 

〔特別科目等履修生〕 

第32条 他の大学、外国の大学又は短期大学との協議に基づき、各学部において、当該大学又は短期

大学の学生に特別科目等履修生として授業科目の履修及び単位の修得を認めることができる。 

Ⅱ 特別科目等履修生として授業科目の履修及び単位の修得を志願する者があるときは、当該学

部の教育に支障のない場合に限り選考のうえこれを許可することがある。 

Ⅲ 特別科目等履修生の取り扱いについては、別にこれを定める。 

Ⅳ 本学は、特別科目等履修生の登録検定に際して、登録検定料5,000円を徴収する。 

Ⅴ 特別科目等履修生として授業科目の履修登録が認められた者は、履修登録料25,000円及び履

修料として履修登録単位数に10,000円を乗じて得た額を納入しなければならない。ただし、日

本語の履修料は、履修登録単位数に20,000円を乗じて得た額とする。 

〔特定科目等履修生〕 

第32条の２ 学校教育法第55条の２及び学校教育法施行規則第68条の２に規定する修業年限の通算に

より、本学に入学を志願する者があるとき又は本学を除籍された者で復学を志願する者がある

ときは、特定科目等履修生として本学の教育課程の一部を履修したと認められるに相当する複

数の授業科目の履修及び単位の修得を認めることができる。 

Ⅱ 特定科目等履修生として授業科目の履修及び単位の修得を志願する者があるときは、当該学

部の教育に支障のない場合に限り選考のうえこれを許可することができる。 

Ⅲ 特定科目等履修生の取り扱いについては、別にこれを定める。 

Ⅳ 本学は特定科目等履修生の登録認定に際して、登録検定料5,000円を徴収する。 

Ⅴ 特定科目等履修生として授業科目の履修登録が認められた者は、履修登録料25,000円及び履

修料として通算の対象となる当該年次の授業料及び教育充実費年額を納入しなければならない。 

〔一般科目等履修生〕 

第33条 本学において一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該学部の教育に支

障のない場合に限り選考のうえ一般科目等履修生として授業科目の履修及び単位の修得を認め

ることがある。 

Ⅱ 一般科目等履修生として授業科目を履修することができる資格、履修方法、単位の授与及び

単位修得の証明については、別にこれを定める。 

Ⅲ 本学は、一般科目等履修生の登録検定に際して、登録検定料5,000円を徴収する。 

Ⅳ 一般科目等履修生として授業科目の履修登録が認められた者は、履修登録料25,000円及び履

修料として履修登録単位数に10,000円を乗じて得た額を納入しなければならない。 

〔学内科目等履修生〕 

第34条 本学の学生で、教育職員の免許状を取得する目的をもって、教職免許状所要資格取得のため

の教育科目の履修を志望する者があるときは、その者が所属する学部及び学科の授業科目の学

修並びに当該学部及び学科の教育に支障のない場合に限り、学内科目等履修生としてその履修

を許可することがある。 

〔委託生〕 

第35条 公の機関又は団体等からその所属職員につき、本学に入学を願い出たときは、当該学部の教

育に支障のない場合に限り、選考のうえ委託生として入学を許可することがある。 

Ⅱ 委託生の授業科目の履修方法及び単位の授与等は、別にこれを定める。 

Ⅲ 委託生の委託料は、年額60,000円とする。 
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〔研究生〕 

第36条 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本学において特殊の事項につい

て研究しようとする者があるときは、当該学部において選考のうえ研究生として入学を許可す

ることがある。 

Ⅱ 研究生の指導及び研究期間等は別にこれを定める。 

Ⅲ 本学は、研究生の入学検定に際して、入学検定料10,000円を徴収する。 

Ⅳ 研究生として入学が認められた者は、入学金30,000円及び研究料年額120,000円を納入しな

ければならない。 

〔外国人研修生〕 

第37条 外国の大学を卒業又は卒業したと同等以上の学力を有する外国人で、大学において研修する

目的をもって入国し、本学において特定の研修課題について研修しようとする者があるときは、

当該学部において選考のうえ外国人研修生として入学を許可することができる。 

Ⅱ 外国人研修生の指導、研修期間及び研修料等は、別にこれを定める。 

〔外国人留学生〕 

第38条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学又は編入学を志願す

る者があるときは、選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

Ⅱ 外国人留学生の入学又は編入学の基礎資格、選考方法、入学検定料、授業料その他学費、授

業科目、履修方法及び単位の授与及び単位修得の証明等は、別にこれを定める。 

 

第９章 賞   罰 

 

〔 賞 〕 

第39条 品行方正、学力優秀等で他の模範となる学生は、これを賞することができる。なお、表彰の

種類、方法及び選考については、別にこれを定める。 

〔 罰 〕 

第40条 学生が本学の教育方針に違反し、本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反したときは、教

授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 

Ⅱ 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 

Ⅲ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

１ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

２ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

３ 正当な理由がなくて出席常でない者 

４ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第10章 入学検定料、入学金、授業料及びその他の学費 

 

〔入学検定料〕 

第41条 本学は、入学試験に際して、入学検定料30,000円を徴収する。 

〔入学金・教育充実費〕 

第42条 本学に入学する学生は、次の各号に定める入学金及び教育充実費を納入しなければならない。 

１ 入 学 金      230,000円 

２ 教育充実費      140,000円 

Ⅱ 前項の教育充実費は、入学手続に際して年額の２分の１を納入し、残り２分の１については、

10月１日から10月31日までに納入しなければならない。 

〔授業料等〕 



- 10 - 

第43条 本学の学生は、授業料年額１年次780,000円、２年次910,000円、３年次910,000円及び４年

次910,000円を納入しなければならない。ただし、休学中の学生の授業料は徴収しない。 

Ⅱ 本学の学生は、教育充実費として２年次以降毎年年額130,000円を納入しなければならない。

ただし、休学中の学生の教育充実費は徴収しない。 

Ⅲ 本学の学生で、別表第４に定める実習科目を履修する者は、同表に定める金額の実習費を当

該科目の履修年度においてそれぞれ納入しなければならない。 

Ⅳ 本学の学生で、教職課程を履修する者は、教職課程履修費として別表第４に定める金額を当

該科目の履修年度においてそれぞれ納入しなければならない。 

〔授業料等の納期〕 

第44条 授業料年額及び２年次以降の教育充実費は、４月１日から４月30日までの間に納入しなけれ

ばならない。ただし、授業料及び教育充実費は、年額の２分の１ずつを次の２期に分けて納入

することができる。 

     期   別      納     期 

     第 １ 期    ４月１日から４月30日まで 

     第 ２ 期    10月１日から10月31日まで 

Ⅱ 前期若しくは後期の中途において、休学期間が満了した者、復学した者又は再入学した者は、

その期の授業料及び教育充実費を休学期間が満了した月、復学又は再入学した月の月末までに

納入しなければならない。 

Ⅲ 経済的理由その他止むを得ない事情によって授業料及び教育充実費の納入が困難であると認

められる場合は、願い出によりその納期を延期することがある。 

Ⅳ 本学が別に定める期限までに、「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減

免の対象者の認定に関する申請書」を提出した者については、授業料及び教育充実費の納期を

延期することがある。 

〔納入学費の返還〕 

第45条 納入した入学検定料、入学金、授業料及びその他の学費は、これを返還しない。ただし、入

学手続に際して納入した教育充実費は、所定の期日までに入学の辞退及び返還の申し出があっ

た場合に限り返還する。 

 

第11章  職員組織、評議会及び教授会 

 

〔職 員〕 

第46条 本学に、学長、副学長、チャプレン、教授、准教授、専任講師、助教、助手、事務職員、カ

ウンセラー、用務職員及びその他の職員を置く。 

〔評議会〕 

第47条 本学に、評議会を置く。 

〔評議会の構成〕 

第48条 評議会は、評議員をもって組織する。 

Ⅱ 評議員の構成については、別にこれを定める。 

Ⅲ 評議会の議長は学長とし、その出席定数は評議会構成員の３分の２以上とする。 

〔評議会の審議事項〕 

第49条 評議会は、次の事項を審議する。 

１ 本学における教育及び研究の計画に関する事項 

２ 本学の人事に関する事項 

３ 本学の学則及び本学の諸規程の制定並びに改廃に関する事項 
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４ その他本学の組織及び運営に関する事項 

〔教授会〕 

第50条 学部に、教授会を置く。 

〔教授会の構成〕 

第51条 教授会は、各学部所属の教授、准教授、専任講師及び助教をもって構成する。ただし、必要

によって、教授、教授及び准教授、又は教授、准教授及び専任講師をもって構成することがあ

る。 

Ⅱ 教授会の議長は、学部長とし、その出席定数は教授会構成員の３分の２以上とする。 

〔教授会の審議事項〕 

第52条 教授会は、次の事項を審議する。 

１ 教育課程のうち専門教育科目に関する事項 

２ 学生の入学、編入学、留学、転学部及び転学科、休学、復学、再入学、退学並びに除籍及

び賞罰に関する事項 

３ 学生の試験、単位の授与、単位の認定及び学位の授与並びに卒業に関する事項 

４ 特別科目等履修生、特定科目等履修生、一般科目等履修生、学内科目等履修生、委託生、

研究生、外国人研修生、外国人留学生、交換留学生及び国内留学生の取扱いに関する事項 

５ 学部の人事に関する事項 

６ 学長、副学長又は学部長の諮問した事項 

７ その他学部の組織及び運営に関する事項 

Ⅱ 学部長は、前項の審議事項のうち、学長が決定すべき事項については、すみやかに学長に報

告するものとする。 

〔学長・教育職員の任免〕 

第53条 学長、副学長及びチャプレンの任免は、評議会の議を経て、また、教授、准教授、専任講師、

助教及び助手の任免は、教授会の議を経て、法人理事会がこれを行う。 

 

第12章 図書館、付属施設及び公開講座 

 

〔図書館・付属施設〕 

第54条 本学は、図書館その他必要な付属施設を設ける。付属施設に関する規程は別にこれを定める。 

〔教育実習のための付設高等学校・中学校〕 

第55条 本学は、同一法人が設置する高等学校及び中学校を、教育職員免許状所要資格取得のための

教育実習の実施研究に資する。 

〔公開講座〕 

第56条 本学は、別に規程を設けて、公開講座を開くことができる。 

 

第13章 厚生保健施設 

 

〔厚生保健施設〕 

第57条 本学は、厚生保健施設を設ける。厚生保健施設に関する規程は、別にこれを定める。 

 

第14章 雑    則 

 

〔学則施行細則〕 

第58条 学則施行についての細則は、学長がこれを定める。 
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     附     則 

本学則は、昭和37年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和38年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和39年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和40年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和41年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和44年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和47年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和53年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和56年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和57年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和58年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和58年９月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和60年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和61年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、昭和63年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成元年４月１日から施行する。 
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     附     則 

本学則は、平成２年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成３年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成３年９月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成４年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成５年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成５年11月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成６年４月１日から施行する。 

      附     則 

本学則は、平成７年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成８年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成９年４月１日から施行する。 

     附          則 

本学則は、平成10年４月１日から施行する。 

     附          則 

本学則は、平成11年４月１日から施行する。 

     附          則 

本学則は、平成12年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成13年４月１日から施行する。 

     附     則 

本学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、文部科学大臣の認可の日（平成14年７月30日）から施行する。 

附     則 

本学則は、平成15年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成17年４月１日から施行する。 

Ⅱ 北星学園大学 専攻科規程（2002年４月１日）は廃止する。 

Ⅲ 第８条の規定にかかわらず、当分の間、高等学校卒業程度認定試験規則により廃止さ

れる前の大学入学資格検定規程に基づき大学入学資格検定に合格した者は、大学に入学

することができる。 

附     則 

本学則は、平成18年４月１日から施行する。 
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附     則 

本学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成20年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成21年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成21年６月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成23年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成24年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成25年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成28年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成29年４月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、平成30年４月１日から施行する。 

Ⅱ 平成30年３月31日以前に入学した本学の学生の別表第１、別表第２、別表第３及び別

表第４の運用については、なお従前の例による。 

附     則 

本学則は、平成31年４月１日から施行する。 

Ⅱ 平成 31 年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第１、別表第 2 及び別表第４の

運用については、なお従前の例による。 

附     則 

本学則は、令和２年４月１日から施行する。 

Ⅱ 第 43 条第Ⅰ項の規定にかかわらず、令和２年３月 31 日以前に入学した学生について

は、なお従前の例による。 

Ⅲ 令和２年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第１の運用については、なお従 

前の例による。 

附     則 

本学則は、令和２年６月１日から施行する。 

附     則 

本学則は、令和３年４月１日から施行する。 

Ⅱ 令和３年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第１、別表第２及び別表第４の 

運用については、なお従前の例による。 

附     則 

本学則は、令和４年４月１日から施行する。 
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Ⅱ 令和４年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第１及び別表第２の運用につい 

ては、なお従前の例による。 

附     則 

本学則は、令和５年４月１日から施行する。 

Ⅱ 社会福祉学部福祉計画学科及び福祉臨床学科は、令和５年４月１日以降１年次入学生

及び令和７年４月１日以降３年次編入学生の募集を停止し、当該在学生がいなくなるの

をまって廃止する。 

Ⅲ 編入学定員及び収容定員については、第７条の規定にかかわらず、令和５年度から令

和７年度までは次のとおりとする。 

学  部 学  科 定員種別 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

文 学 部 

英文学科 
編入学定員（３年次） 15 人 15 人 15 人 

収容定員 499 人 518 人 536 人 

心理・応用ｺﾐ

ｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

編入学定員（３年次） 10 人 10 人 10 人 

収容定員 386 人 392 人 398 人 

経 済 学 部 

経済学科 
編入学定員（３年次） ６人 ６人 ６人 

収容定員 629 人 638 人 647 人 

経営情報学科 
編入学定員（３年次） ５人 ５人 ５人 

収容定員 424 人 428 人 433 人 

経済法学科 
編入学定員（３年次） ５人 ５人 ５人 

収容定員 461 人 462 人 468 人 

社会福祉学部 

福祉計画学科 
編入学定員（３年次） 10 人 10 人 ０人 

収容定員 275 人 190 人 95 人 

福祉臨床学科 
編入学定員（３年次） 10 人 10 人 ０人 

収容定員 275 人 190 人 95 人 

社会福祉学科 
編入学定員（３年次） ０人 ０人 ５人 

収容定員 120 人 240 人 365 人 

心理学科 
編入学定員（３年次） ５人 ５人 ５人 

収容定員 274 人 278 人 284 人 

Ⅳ 令和５年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第１、別表第２、別表第３及び別

表第４の運用については、なお従前の例による。 

附     則 

本学則は、令和６年４月１日から施行する。 

Ⅱ 第 43 条第Ⅰ項の規定にかかわらず、令和６年３月 31 日以前に入学した学生について

は、なお従前の例による。 

Ⅲ 令和６年３月 31 日以前に入学した本学の学生の別表第２の運用については、なお従前

の例による。 
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